
アジア大のスタートアップによる新しい経済機会の
創出

第２節

（1）急拡大したベンチャーキャピタル投資
　スタートアップは、その急激な成長によってマクロ
経済の成長をけん引し、将来の雇用、所得、財政を支
える新たな駆動力となり得る。ベンチャーキャピタル
は、数あるスタートアップの中から大きな成長ポテン
シャルを有する主体を発掘するとともに、初期段階か
ら急激な成長を支えるためのリスクマネー供給の中核
的役割を担っている。
　2021 年は、世界のベンチャーキャピタル投資が飛
躍的に拡大した１年であった。2021 年の投資額は、
2020 年の 3,467 億ドルから 6,710 億ドルへとほぼ倍増
している（第Ⅱ-2-2-1 図）。

　2021 年の大型資金調達案件を見ると、件数では、
米国および中国企業が多いものの、案件別に見ると、
インドネシアのロジスティクス・E- コマース関連企
業、インドのエドテック（教育テック）関連企業といっ
た中国以外のアジア新興諸国企業や、ブラジルのフィ
ンテック関連企業が数十億ドル規模の調達を行ってい
る（第Ⅱ-2-2-2 表）。デジタルを通じたサービス（教

育やヘルスケア、金融サービス等の“テック”分野）
やソフトウェア、コンシューマ向けサービス（E- コ
マースやデリバリー）に加え、グリーン・循環経済、
航空宇宙等の新しい分野への関心の高まりがうかがえ
る。

（2）資金供給主体、資金調達手段の多様化
　ベンチャー投資の最近の動きとして注目されるの
は、伝統的なベンチャーキャピタル以外の投資家（プ
ライベートエクイティ（PE）、ミューチュアルファン
ド、ソブリンウエルスファンド（以下 SWF）、ヘッジ
ファンド等）の参入が拡大している点である 132。上
原（2021）によれば、米国のユニコーン企業への投資
主体を投資件数（投資企業数）の多い順に整理すると、
2021 年の首位はヘッジファンドであった（2020 年と
2021 年の 33 位までの投資会社数 133 を比べると、
2020 年は非伝統的投資主体が 8 社であったのに比し、
2021 年は 14 社と大幅に増加している）。また、各国
の SWF や公的年金ファンド（PPF）が、コロナ禍の
回復途上にあって 2021 年に投資を拡大させており（第
Ⅱ-2-2-3 図、第Ⅱ-2-2-4 図）、運用の重心をテクノロ
ジーやコンシューマ、ヘルスケアといった成長分野に
シフトさせてきている（第Ⅱ-2-2-5 図）。このほか、
再生可能エネルギーへの投資等、サステナビリティ関
連の投資にも関心が寄せられている 134 ほか、サウジ
アラビア公共投資基金（PIF）による米配車サービス
Uber への出資やシンガポール Temasek による米民
泊シェアリングサービス Airbnb への出資等 135、これ
までにも SWF によるスタートアップ投資の事例が知
られている。
　スタートアップ側の資金調達手段も多様化してきて
いる。ベンチャー投資における投資回収段階であるエ
グジットにおいて、IPO（新規株式公開）のほかに、

1．スタートアップをめぐる動向

第Ⅱ-2-2-1 図 世界のベンチャーキャピタル投資

備考：四半期データを年ごとに合算した。赤の数字は日本。
資料：�KPMG�「Venture�Pulse　2021Q4�（January�19,2022）」から作成。元デー

タは PitchBook。
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132	上原（2021）、PitchBook ウェブサイト記事（2021 年 7 月 8 日）“Why nontraditional investors are expected to continue their push into 

venture”(https://pitchbook.com/newsletter/why-nontraditional-investors-are-expected-to-continue-their-push-into-venture)
133	同順位に複数の企業が含まれる（2020 年は 33 位までに 34 社、2021 年は 36 社が入っている）。
134	例えばノルウェー年金基金の再生可能エネルギーインフラ投資等（https://www.nbim.no/contentassets/f8c5e301ff804c09881b1beb5299

dc30/gpfg-annual-report-2021-web.pdf）。
135	経済産業省（2017a）「第四次産業革命に向けたリスクマネー供給について」（第四次産業革命に向けたリスクマネー供給に関する研究会（第

1 回）事務局説明資料（2017 年 10 月 18 日））
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第Ⅱ-2-2-3 図 
ソブリンウエルスファンド（SWF）、公的年金ファンド
（PPF）による投資件数

第Ⅱ-2-2-4 図 
ソブリンウエルスファンド（SWF）、公的年金ファンド
（PPF）による投資金額

資料：Global�SWF�「2022�Annual�Report」から作成。
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第Ⅱ-2-2-2 表 　2021 年の大規模資金調達案件（各四半期上位 10 企業）

資料：KPMG�「Venture�Pulse�2021（�Q1~Q4 各号）」から作成。元データは PitchBook。

企業名 調達額（10億ドル） 分野 国

Q1

1 Robinhood 3.4 フィンテック 米国
2 Xingsheng Selected 3 小売 中国
3 Rivian 2.65 自動車 米国
4 Lalamove 1.5 ロジスティクス 中国
5 Klarna 1.3 フィンテック スウェーデン
6 Gopuff 1.15 小売 米国
7 Pacaso 1.075 不動産関連技術 米国
8 villageMD 1.025 ヘルステック 米国
9 Databricks 1 データベースソフトウエア 米国
10 SpaceX 0.85 航空宇宙 米国

Q2

1 Northvolt 2.75 自動車クリーンテック スウェーデン
2 Waymo 2.5 自動車 米国
3 J&T Express 2 ロジスティクス、E- コマース インドネシア
4 BYJU'S 1.55 エドテック インド
5 Nubank 1.5 フィンテック ブラジル
6 Horizon Robotics 1.5 半導体 中国
7 SpaceX 1.2 航空宇宙 米国
8 Celonis 1 業務用ソフトウエア ドイツ
9 MessageBird 1 クラウドテック オランダ
10 Epic Games 1 娯楽用ソフトウエア 米国

Q3

1 Flipkart 3.6 小売 インド
2 Rivian 2.5 自動車 米国
3 Generate 2 クリーンテック 米国
4 BYJU'S 1.7 エドテック インド
5 Databricks 1.6 データベースソフトウェア 米国
6 Svolt 1.6 電力貯蔵 中国
7 Articulate(Educational Software) 1.5 エドテック 米国
8 Devoted Health 1.2 デジタルヘルス 米国
9 Nubank 1.15 フィンテック ブラジル
10 Chime 1.1 フィンテック 米国

Q4

1 J&T Express 2.5 ロジスティクス、E- コマース インドネシア
2 Commonwealth Fusion Systems 1.8 クリーンテック 米国
3 Gopuff 1.5 小売 米国
4 Regor Therapeutics 1.5 バイオテック 中国
5 Sierra Space 1.4 航空宇宙 米国
6 Lacework 1.3 ネットワークマネジメントソフトウエア 米国
7 GTA Semiconductor 1.25 半導体 中国
8 Nanjing LingHang Technology 1.2 自動車 中国
9 Thraslo 1 E- コマース 米国
10 Pupumall 0.95 小売 中国
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諸 外 国 で は 特 別 買 収 目 的 会 社（SPAC：Special 
Purpose Acquisition Company）を通じて上場する
ケースが見られるようになっている。SPAC とは、そ
れ自体は特定の事業を持たず、未公開企業の買収のみ
を目的として組成される会社で、上場後、未公開企業
を買収し、当該企業の事業を営む上場企業として存続
する 136。スタートアップ側にとっては SPAC に買収
されることで複雑な手続きを伴う IPO を行うよりも
速やかに上場を果たすことが可能となる。このほか、
明確な定義はないものの一般に企業等が電子的にトー
クン（証票）を発行して資金調達を行う 137ICO（Initial 

Coin Offering）や新規成長企業等が必要な資金をイン
ターネット経由で多くの人から少額ずつ集める 138 ク
ラウドファンディング等の新しい資金調達方法もとら
れるようになっている。

（3）	巨大化するスタートアップ　～ユニコーン企
業の動向～

　活発なベンチャー投資が行われる中、いわゆるユニ
コーン企業（企業価値又は時価総額が 10 億ドル以上
となる未上場ベンチャー企業）の数も足下（2022 年 2
月時点）1,000 社を越え、2020 年比で約 2 倍と、1 年
余りで急速に増加している（第Ⅱ-2-2-6 図）。内訳は、
多い国から米国 512 社、中国 167 社、インド 62 社、
英国 40 社となっている（第Ⅱ-2-2-7 図）。時価総額

第Ⅱ-2-2-6 図　世界のユニコーン企業数の推移

資料：�CB�Insights ウェブサイト（https://www.cbinsights.com/research-uni-
corn-companies）から作成。
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第Ⅱ-2-2-5 図
ソブリンウエルスファンド（SWF）、公的年金ファンド
（PPF）の投資分野別比率（金額ベース）

資料：Global�SWF�「2022�Annual�Report」から作成。
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第Ⅱ-2-2-7 図　主要国・地域別に見たユニコーン企業数（2022 年 2 月時点）

�
136	金融庁（2021a）内閣官房スタートアップの育成の在り方に関するワーキンググループ（第 2 回）参考資料（2021 年 4 月 19 日）
137	金融庁ウェブサイト（https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/index.html） 

法令・指針等 / 事務ガイドライン / 第三分冊：金融会社関係 16. 暗号資産交換業者関係（2021 年 7 月現在））
138	金融庁（2021b）「成長資金の供給のあり方に関する検討」（金融審議会「市場制度ワーキング・グループ（第 6 回）」事務局説明資料（2021 

年 2 月 18 日。2021 年 6 月 16 日更新））
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でみると、世界計（3.3 兆ドル）のうち、米国が
52.7% と過半を占め、中国の 17.1%、インドの 5.5% と
続く（第Ⅱ-2-2-8 図）。国別の業種構成（第Ⅱ-2-2-9
～11 図）をみると、米国ではフィンテック（23.6%）、
インターネットソフトウェア・サービス（22.7%）、中
国では AI（30.1%）、E- コマース・D to C（18.3%）、イ
ンドではフィンテック（23.1%）、エドテック（16.9%）
の比率が高くなっている。ユニコーン企業が立地する
都市に着目すると（第Ⅱ-2-2-12 図）、米国西海岸の
サンフランシスコを筆頭にニューヨークやボストンな
どの米国の主要都市、北京、上海、パリ、ロンドン等
で多くなっている。スタートアップのエコシステムが
急速に発展してきている 139 インドのベンガルールの
存在も注目される。

第Ⅱ-2-2-8 図　
世界のユニコーン企業時価総額　

（世界計 3.3 兆ドルに占める各国比率　2022 年 2 月時点）

備考：�3.3 兆ドルは CB�Insights ウェブサイト（2022 年 2 月時点）掲載の各
ユニコーン企業評価額の合算。

資料：�CB�Insights ウェブサイト（https://www.cbinsights.com/research-uni-
corn-companies）から作成。
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第Ⅱ-2-2-9 図
米国のユニコーン企業時価総額分野別比率（%）

備考：2022 年 2 月時点。
資料：�CB�Insights�ウェブサイト（https://www.cbinsights.com/research-uni-

corn-companies）から作成。
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第Ⅱ-2-2-10 図 
中国のユニコーン企業時価総額分野別比率（%）

備考：2022 年 2 月時点。
資料：�CB�Insights�ウェブサイト（https://www.cbinsights.com/research-uni-

corn-companies）から作成。
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第Ⅱ-2-2-11 図 
インドのユニコーン企業時価総額分野別比率（%）

備考：2022 年 2 月時点。
資料：�CB�Insights�ウェブサイト（https://www.cbinsights.com/research-uni-

corn-companies）から作成。
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第Ⅱ-2-2-12 図　
都市別に見たユニコーン企業数（2022 年 2 月時点）

備考：企業数で 10 位まで（同数の都市があるため、図上は 12 都市）と東京。
資料：�CB�Insights ウェブサイト（https://www.cbinsights.com/research-uni-

corn-companies）から作成。

141

90

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ベ
ル
リ
ン

パ
リ

ロ
ン
ド
ン

ベン
ガル
ール東
京

深
圳

上
海

北
京

マウ
ンテ
ンビ
ュー

シ
カ
ゴ

ボ
ス
ト
ン

ニュ
ーヨ
ーク

サン
フラ

ンシ
スコ

米国 アジア 欧州

15 15 15

62

43

18
5

27 30
19 18

�
139	滝 幸乃（2019）「ベンガルールを中心に急発展するイノベーション・エコシステム（インド）」（2019 年 6 月 10 日）（JETRO ウェブサイト）。
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　スタートアップからエグジットの段階に成長してい
る企業も複数出てきており、中には創業地ではない国
の証券取引所で上場する例も見られる。2021 年 12 月
にはシンガポールの Grab 社の米国 NASDAQ 市場へ
の上場（SPAC との合併による）や、Sea（シンガポー
ル、オンラインゲーム等コンシューマ向けインター
ネットサービス、2017 年 10 月にニューヨーク証券取
引所に上場）、Bukalapak（インドネシア、E- コマース、
2021 年 8 月にインドネシア証券取引所に上場）、イン
ドの One 97 Communications（決済サービス Paytm
を運営、2021 年 11 月にムンバイ証券取引所に上場）
のほか、2022 年 4 月には、GoTo（インドネシア配車
サービスの Gojek と同国 E- コマースの Tokopedia が
2021 年 5 月に合併）がインドネシア証券取引所に上
場した。

（4）出遅れる日本のスタートアップ
　大きく成長する世界のスタートアップに比べ、日本
企業の出遅れが目立つ。日本のユニコーン企業の数や
評価額は、米国のみならず中国やインドに及ばない（第
Ⅱ-2-2-7 図、第Ⅱ-2-2-8 図。日本のユニコーン企業
数は 2022 年 2 月時点で 6 社 140、世界全体の時価総額
に占める比率は 0.3%）。また、単純比較は難しいが、
諸外国と比べても日本における開業率は低位で推移し

ている（第Ⅱ-2-2-13 図）。
　日本のスタートアップをめぐる課題を、人材、事業、
資金の切り口で整理してみる（第Ⅱ-2-2-14 表）。人
材をめぐる課題としては、リスク回避的な志向（「起
業マインド」の低さ）や、スタートアップへの人材移
動の不足が指摘されている。事業面の課題としては、
研究成果の事業化を支える資金や経営人材・伴走者の
不足、基礎研究から事業化に至るプロセスで越えるべ

備考：国によって統計の性質が異なるため、単純に比較することはできない。
　　　1．�日本：保険関係が成立している事業所（適用事業所）の成立をも

とに算出。データは年度。
　　　2．米国：雇用主（employer）の発生・消滅をもとに算出。
　　　3．�英国：VAT（付加価値税）及び PAYE（所得税の源泉徴収制度）登

録企業数をもとに算出。
　　　4．�ドイツ：開業届を提出した企業数をもとに算出。
　　　5．�フランス：企業・事業所目録（SIRENRE）のデータベースに登録

された企業数。
資料：中小企業白書（2022）から作成。

第Ⅱ-2-2-13 図　開業率の国際比較
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第Ⅱ-2-2-14 表　日本のスタートアップエコシステムの課題

資料：経済産業省産業構造審議会経済産業政策新機軸部会（第４回）事務局説明資料（「スタートアップについて」）から作成。
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研究成果が
事業化しない

迅速な成長・
市場展開が不十分

資金の絶対量の不足

資金の流動性の不足

❸

❹

❺

❻

❶

❷

●　失敗に対する危惧や身近に起業家がいないこと等から起業マインドが低い。
●　成功して再び起業に挑戦する連続起業家が生まれない。

●　製品開発、市場投入の各段階を支える資金が不足。
●　技術・アイディアを事業につなげる研究者の意識や経営人材・伴走者が不足。

●　グローバル展開を行う意識・ノウハウ・制度理解が不足。国内に閉じた事業展開。
●　革新的製品・サービスであるが、足下では国内市場が成熟・存在していない。

●　機関投資家からの資金供給が進んでおらずファンドサイズが小さい。
●　海外からのリスクマネー供給が限定的。

●　Exit( 出口戦略 ) の選択肢・機会が限定的 (M&Aが少なく IPO偏重の Exit)。
●　非上場株式の流通・取引が僅少。

●　労働市場の流動性が低く、大企業からスタートアップに人材が移動しない。

�
140	Preferred Networks（深層学習、ロボティクス関連技術開発）、SmartNews（モバイル・テレコミュニケーション）、SmartHR（フィンテック）、

Spiber（バイオ素材）、Liquid（フィンテック）、Playco（インスタントゲーム開発）。
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き関門 141 を突破するためのリスクマネーの不足や量
産化のための設備・ノウハウの不足、また、市場との
ミスマッチ（国内に閉じていてグローバル展開できな
い、国内市場が革新的な製品やサービスに対して未成
熟等）がある。また、資金面の課題としては、ファン
ドの規模そのものが小さいことや、海外からのリスク
マネー供給が限定的である等の理由から資金の絶対量
が不足していること、エグジットの選択肢や機会が限
られていることによる流動性不足の問題等が指摘され

ている 142。
　スタートアップは成長のドライバーであり、上記の
諸課題を解決していくことにより日本のスタートアッ
プエコシステムを好循環に導く必要がある。特に「市
場の創出」や研究開発成果の「事業化・社会実装」に
当たって、アジア新興諸国等の海外市場への展開、現
地スタートアップ等との連携・協業が有望と考えられ
る。この点については 3．で検討したい。

（1）各国・地域のプラットフォーム企業 143

　プラットフォームとは、多数の生産者と多数の消費
者をつなぐ「場」（共通機能）のことであり、経済が
デジタル化する以前にも存在していたが、インター
ネットの進展によりデジタルプラットフォームの構築
が可能になると、ビジネスの規模は飛躍的に拡大し 
た 144。プラットフォーム企業は、プラットフォーム
の参加者が増えることで便益が増すネットワーク効果
を生み、市場への影響力を拡大する。世界のプラット
フォーム企業の時価総額上位 100 社（2021 年 5 月時
点）をみると、企業数では米州が 41 社、中国を含む
アジア太平洋地域が 45 社と拮抗しているが、時価総
額では米州が 67%、中国を含むアジア太平洋が 29%
となっている 145（第Ⅱ-2-2-15 図）。主要企業の個別

の評価額（2021 年末時点）を見ると、GAFA（M）等、
米国プラットフォーム企業群の企業価値が他地域の企
業を圧倒している（第Ⅱ-2-2-16 図）。

① 米国企業
　クスマノほか（2020）は、OS をコンピュータ向け
にいかに高く売るかではなく、コンピュータの周辺に
発生する様々な補完製品（アプリやデジタルサービス）
等の複数の市場をいかに巻き込んで関与させる仕組み
をつくるかに着眼するという 1980 年代の Microsoft
の戦略を「プラットフォーム」思考を具現化した初期
の画期的事例として紹介している（クスマノほか
（2020）による年代別の代表的プラットフォーム企業

2．プラットフォームビジネスの動向

第Ⅱ-2-2-15 図 
プラットフォーム企業時価総額上位 100 社の国・地域
別内訳

資料：�United�Nations�（UNCTAD）（2021）「Digital�Economy�Report�2021」
から作成。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

評価額

企業数

アジア太平洋アフリカ欧州米州

41

67 3 2 29

12 2 45

�
141	研究・技術シーズを製品化につながる開発段階につなげられるかの関門（「魔の川」）、開発した製品・サービスを事業化につなげられるか

の関門（「死の谷」）の二つの関門がある。（経済産業省（2022a）「スタートアップについて」産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会（第
4 回）事務局資料（2022 年 2 月 16 日））

142	経済産業省（2022a）
143	本節で取り上げている各社の事業内容については例示である。
144	元橋（2020）
145	United Nations （UNCTAD）（2021）「Digital Economy Report 2021」

備考：Alphabet は Google を傘下に持つ持株会社。
資料：Refinitiv（2022 年 2 月 25 日収録データ）から作成。
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第Ⅱ-2-2-16 図　
プラットフォーム企業時価評価額（2021 年末）
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群の分類は第Ⅱ-2-2-17 図参照）。Apple は、一般の
人たちが使いやすいスマートフォンの発明で市場を席
捲したことに加え、デジタルコンテンツや決済サービ
ス、アプリケーションストア等のプラットフォームビ
ジネスで収益を拡大している。Amazon（E- コマー
ス）、Google（親会社は Alphabet。検索エンジン）、
Facebook（現 Meta。ソーシャルメディア）も、それ
ぞれ自社のプラットフォーム機能の向上により短期間
で巨大化した。GAFA あるいは GAFAM と総称され、
既によく知られているこれら米国の IT プラット
フォーム企業群は、人々の行動様式を変え社会に大き
な影響を及ぼしたイノベーションの担い手であるとも
いえる。Airbnb（民泊シェアリングサービス）や
Uber（配車サービス）は、物件の保有者やサービスの
提供者と共・利用希望者をマッチングさせるプラット
フォームであり、近年注目されているシェアリングエ
コノミーをけん引するパイオニアである。
　こうした状況下、新型コロナウイルス感染拡大に伴
う制限措置は、「対人」、「接触」が通常であった領域
のデジタルによる代替需要を更に増大させた。また、
5G や VR（virtual reality。仮想空間）等の新しい技術
がプラットフォームビジネスにおいて生み出す価値へ
の期待が高まっている。Facebook は 2021 年 10 月に
社名を Meta Platforms に変え 146、従来の主力事業で
ある SNS サービス（Facebook）の運営のほかに仮想
空間「メタバース 147」の開発に注力すると発表した。
また、Apple の株価は上昇が続き 2022 年初めに一時、
時価総額が米国の上場企業として初めて 3 兆ドルを突

破して話題となった。

② 中国企業
　中国では、人口大国としてのポテンシャル（インター
ネットユーザーの規模）、海外プラットフォームのア
クセス規制等により、Baidu（検索エンジン）、Alibaba
（E- コマース）、Tencent（ソーシャルメディア、ゲー
ム）が先行組として地歩を固めた（BAT と総称され
る ）。Alibaba と Tencent は、 そ れ ぞ れ Alipay、
WeChat という支払、メッセージ、配車やチケット予
約が可能な統合アプリケーションを提供し、数億人単
位のユーザーを有する。また、近年では TMD（Toutiao
（ニュースアプリ）、Meituan（フードデリバリー）、
Didi（配車サービス））や PKQ（Pinduoduo（E- コマー
ス）、Kuaishou（動画アプリ）、Qutoutiao（ニュースア
プリ））、ByteDance（動画アプリ）といった新興のプ
ラットフォーム企業群が台頭しており、中国国内の競
争が激化している 148。
　中国市場の成熟化とあいまって、中国プラット
フォーム企業が次の成長市場として期待される東南ア
ジアの E- コマース 分野等に進出する動きが活発化
している。具体的には現地 E- コマース企業への出資
や買収、業務提携等であり、Tencent の Sanook（タイ。
オンラインメディア）や Sea（シンガポール。ネット
ゲーム企業として出発した後、多角化）への出資、
Alibaba の Lazada（シンガポール。E- コマース）への
出 資・ 経 営 権 取 得 等 の 案 件 が 注 目 さ れ た。 ま た
Alibaba は、東南アジアの主要国政府との連携（タイ

第Ⅱ-2-2-17 図　プラットフォーム戦略やビジネスモデルを形成した大企業の例

備考：企業名は出典資料で用いられているものの英語表記。最近の名称変更等は反映していない。
資料：クスマノほか（2020）

1980 年代～
（パソコンのマスマーケット）

　　　Microsoft
　　　Intel
　　　Apple

1990 年代半ば～
（インターネットのソフト、

サービス）
　　　Amazon
　　　Google
　　　Alibaba
　　　Tencent

2000 年代～
（ソーシャルメディア）

　　　Facebook
　　　Twitter

2010 年代～
（シェアリング、
ギグエコノミー）

　　　　Airbnb
　　　　  Uber
　　　　  DiDi

�
146	本節においては、便宜上、Facebook の名を用いて記述している箇所がある。
147	ブルームバーグの試算では、ソーシャルメディアやゲームなどの周辺業界も含めたメタバースの市場規模は 4,787 億ドル（約 55 兆円）、

2024 年には 7,833 億ドル（約 90 兆円）を超え、年平均 13.1% 成長する可能性があると推計されている。メタバースの課題として、AR・
VR デバイスやコンテンツの開発、演算処理能力や通信能力の向上等に関する技術的課題や、プラットフォームの覇権競争と相互運用性
の確保、従来のプラットフォームでも課題となっている独占・寡占、情報操作、偽情報、プライバシー侵害、ターゲット広告等の政策的
課題等が考えられる。こうした論点については、今後議論が進んでいくであろう。

148	伊藤（2020）、野村證券（2020）（「中国新御三家「TMD」とは何か？それでも中国プラットフォーマーが伸び続ける理由」（2020 年 4 月
23 日）（野村證券ウェブサイト）。
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の E- コマース発展への協力、マレーシアのデジタル
自由貿易区構想への参加、フィリピンへの研修プログ
ラムの提供等 149）や AI 技術研究拠点の設置（シンガ
ポール・南洋工科大学キャンパス内）等、活発な展開
を見せている 150。同社は、世界規模の越境 EC プラッ
トフォーム構想（e WTP：Electronic World Trading 
Platform）を有しており、東南アジアへの展開も同構
想に基づくものといえる。同構想には、単に企業戦略
というだけでなく、貿易やフィンテックによるインク
ルーシブなグローバル社会の実現（途上国や中小企業
等でもデジタル技術を通じて世界市場に参加しグロー
バル化の恩恵を得ることができる、銀行口座を持たな
い人々にも金融サービスをもたらす等 151）を目指すと
いう側面があり、デジタルを通じた成長戦略や社会課
題の解決等を模索する東南アジア諸国もこの点を歓迎
していると見られる。

③ アジア等新興国企業
　アジア等新興国のプラットフォーム企業には、プ
ラットフォームというビジネスの戦略性への志向のほ
かに、市場の潜在ニーズへの対応、課題解決を通じた
成長というインセンティブが強く働いている。東南ア
ジアの代表的プラットフォーム企業としてよく知られ
ている配車サービスの Grab（マレーシアで設立。シン
ガポールに本社移転）や Gojek（インドネシア）は、
ドライバーと利用者双方にとっての安全性や信頼性、
業務効率性等に関する課題を配車アプリでのマッチン
グを通じて解決してきた。また、サービスの多角化を
積極的に推し進め、多様なデリバリーサービスや
キャッシュレス決済、保険プラン等の提供を行ってお
り、デジタルプラットフォームを通じた経済・社会イ
ンフラへのアクセス改善を図っている。Gojek は、イン
ド国内の IT 企業や人材リクルーティング会社を買収
し、インドを研究開発及びエンジニア獲得拠点として
い る 点 も 注 目 さ れ る。 ま た、2021 年 に は Gojek と
Tokopedia （インドネシア。E- コマース）が合併して
Go-to となるなど企業規模の更なる拡大を目指す動き
も見られた。

　イ ン ド で は、Flipkart 等 の E- コ マ ー ス 企 業 や
Byju's（エドテック）等が大規模資金調達を行う等、
活発な事業展開を行っている（第Ⅱ-2-2-2 表）。エド
テックについては、農村部等における教育インフラ整
備の遅れや新型コロナウイルス感染拡大の影響で学校
が閉鎖される等の事態を受けてオンライン学習、VR
学習へのニーズが高まっていることから注目が集まっ
ている。特に若年人口の多いインド等新興国において
は事業のポテンシャルも大きいと考えられる。また、
財閥系企業リライアンス傘下の Jio Platform には、同
社が有するデジタルプラットフォームリソース（4 億
人近い Jio Infocom 携帯電話ユーザー、Jio Mart の
E- コ マ ー ス サ ー ビ ス 展 開 等） へ の 期 待 か ら、
Facebook（現 Meta Platforms）やアブダビ投資庁等の
国外企業や SWF からも投資が行われている 152。One 
97 Communications はインド系住民人口の多い国・地
域に展開し、子会社である Paytm を中核としてオン
ライン決済・金融サービス等を提供している。日本の
スマートフォン決済サービスにも Paytm の QR コー
ド決済の技術が使われている。
　新興諸国におけるプラットフォーム展開において
は、銀行口座やクレジットカードを持たない人々への
決済手段の提供といった金融包摂の視点も重要であ
る。Alibaba が提供する Alipay はスマートフォンで
QR コードを読み込むことで決済と送金を可能とす
る。Safaricom（ケニア、通信プロバイダー）が提供す
る M-Pesa は、携帯電話（フィーチャーフォン）の
ショートメッセージ送信により決済・送金が可能とな
り、売店（キオスク）で現金の受け渡しができるとい
うものである 153。中南米のフィンテック企業として
台頭してきた Nubank（ブラジル）は、銀行口座を持
たない人にスマートフォンを通じて銀行口座類似のア
カウントを無料で提供しているほか、クレジットカー
ドの発行や融資、保険等の金融サービスの提供も行っ
ている 154。新興諸国で活発化するフィンテックは、
リープフロッグ現象の一つの形としても注目される。
　新興国のスタートアップをめぐる新しい動きとし
て、B to C サービスだけでなく、B to B サービスに

�
149	岩崎（2018）
150	本田 智津絵（2020） JETRO「テクノロジーの世界で高まる中国企業の存在感（シンガポール）」（JETRO ウェブサイト）（2020 年 1 月 10 日）

及びシンガポール南洋工科大学ウェブサイト（https://www.ntu.edu.sg/alibaba-ntu-jri）。企業の業務内容は一部加筆。
151	伊藤（2020）
152	遠藤壮一郎（2020）「フェイスブック、ジオ・プラットフォームズに約 6,000 億円の出資を発表」（2020 年 4 月 30 日）（JETRO ウェブサイ

ト）、遠藤壮一郎・谷口晃希（2020）「ジオ・プラットフォームズ、コロナ禍の中、資金調達を加速化」（2020 年 6 月 15 日）（JETRO ウェ
ブサイト）

153	楊・小池（2018）
154	山岡 浩巳（2021）「南米のデジタル企業」（2021 年 12 月 8 日）（https://future-fintech.github.io/articles/20211208/）　
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も事業領域が広がってきていると指摘されている。岩
崎（2022）は、もともと世界の他の地域に比べて B 
to C サービスの比率が高いアジアにおいても、近年、
B to C サービスから派生する形で B to B サービスに
乗り出す企業が出てきているとし、中小小売店や個人
事業主を卸売業者やメーカーにつなげる B to B マー
ケットプレイスを立ち上げた Zilingo（シンガポール）
を代表例として紹介している 155。

●プラットフォーム企業の多様性
＜国際事業展開の方向性＞

　プラットフォーム企業の事業展開の在り方にはいく
つかの類型がある（第Ⅱ-2-2-18 表）。人口の多い国
内市場を有するがゆえに国内向けにリソースを集中し
ている Tencent、Meituan、Tokopedia や、東南アジ
ア地域内の横展開を推進している Grab 等がある。一
方、グローバル市場を志向する企業群においても、
Amazon や Apple 等の巨大プラットフォームのよう
に人口若しくは所得の大きな市場のポテンシャルを追
求する企業や、海外の自国出身移民・移住者（いわゆ
る「ディアスポラ」）のコミュニティと本国人口をつ
なぐニーズに着目している Baidu、Alibaba、One 97 
Communications 等のほか、競合相手の少ない新興市
場への進出を積極的に推進している DiDi や Sea 等が
ある。プラットフォーム企業の事業展開の方向性は
様々である。

＜収益改善モデル＞

　配車サービス等を単独で展開しているプラット
フォーム企業は売上の拡大と利益の改善の間にジレン
マを抱えている場合がある。この課題を打開すべく、
一部のプラットフォーム企業では、薄利多売ではある
ものの顧客の安定的獲得につながるライドシェアや決
済サービスを入口として活用し、より利益率の高い E
コマース等へ誘導する事業方法をとり、黒字化を図っ
ている（第Ⅱ-2-2-19 図）。

＜研究開発拠点＞

　アジア新興諸国のプラットフォーム企業の中には、
本国以外に研究開発拠点及びエンジニア採用に向けた
拠点を構えるケースがある。Baidu は米国カリフォル

第Ⅱ-2-2-18 表　主要プラットフォーム企業の国際的事業展開の方向性

資料：経済産業省資料から作成。

特徴 背景・経済的合理性 プラットフォーム企業（例）

ドメスティック指向
■  本国における事業展開に注力（※将

来的な海外展開の否定は必ずしも意
味しない）

■  本国マーケットに高い市場ポ
テンシャルが残されているた
めリソースを集中

Tencent、Meituan、
Tokopedia、Ovo、Digit 
Insurance

リージョナル指向
■  同一地域内における事業の横展開を

推進（※将来的なグローバル展開の
否定は必ずしも意味しない）

■  事業環境の類似性の高さによ
り、本国事業の横展開が容易

Grab、Gojek

グローバル
指向

マーケット
ポテンシャル
追求

■  人口と所得のうち少なくともいずれ
かの大きな市場への拡大を指向

■  プラットフォームの優位性を
活かした事業拡大

Amazon、Alphabet、
Meta、Apple、
ByteDance

ディアスポラ
追求

■  本国出身者やその子孫などのディア
スポラコミュニティが大きい海外市
場への横展開を推進

■  本国人口及び展開国への移住者
コミュニティが大きく、両者を
つなぐ大きなニーズが存在

Baidu、Alibaba、ANI 
Technologies、One97 
Communications

フロンティア
追求

■  競争の少ない新興市場への進出を積
極的に推進

■  消耗の大きい主要市場での競
争を回避し、必要に応じて資
本提携でカバレッジを確保

Didi Chuxing、
Sea Group

第Ⅱ-2-2-19 図　スーパーアプリ化の例（概念図）

資料：経済産業省から作成。

利
益
率

利用頻度

集客

スーパーアプリ

インストア／
ホテル／旅行

フード
デリバリー／
配送

利益獲得・還元

スーパーアプリ（統合アプリ）化の例

�
155	岩崎（2022）
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ニア州に拠点を設置し、自動運転、ディープラーニン
グ、ロボティクス等の新規成長分野の研究開発を行っ
ている。One 97 Communications はカナダ・オンタ
リオ州に拠点を設置し、顧客データの分析等を行って
いる。Gojek はインドで現地 IT 企業や人材リクルー
ティング企業の買収を通じて研究開発拠点を構築して
いる。

（2）　	プラットフォームビジネスをめぐる新たな
動き

　プラットフォームビジネスに係る問題については、
様々な論点があり、国際機関や各国・地域政府による
新たな規制、制度構築の動きが出てきている。

① 国際課税
　国際課税については、従来の課税ルールが企業の市
場国における物理的拠点の有無を問題にしてきたた
め、国外のプラットフォーム企業の活動に対する市場
国の課税権の配分や課税根拠の考え方、無形資産の軽
課税国への移転への対応等、経済のデジタル化に伴う
新たな問題が指摘されてきた。
　OECD で は、BEPS（Base Erosion and Profit 
Shifting：税源浸食と利益移転）プロジェクトの一環
として、経済のデジタル化に伴う国際課税ルールの見
直しが検討されており、2021 年 10 月、（1）多国籍企
業の本拠地国等から、消費者やユーザーがいる市場国
に対して、物理的拠点の有無にかかわらず課税権の一
部を配分すること（第１の柱）、（2）グローバルに最低
法人税率を 15％と設定し、軽課税国の子会社等の税
負担が最低税率に至るまで、親会社の所在地国で課税
すること（第 2 の柱）の二つの柱からなる新制度の枠
組みが公表され、136 か国・地域が合意した（2021 年
10 月時点）。（1）については全世界売上が 200 億ユー
ロを超え、かつ、利益率が 10％を超える多国籍企業
が対象となっており、2022 年に多国間条約の策定、
2023 年に適用開始を目指している。（2）については年
間総収入金額が 7 億 5,000 万ユーロ以上の多国籍企業
に適用され、2022 年に各国国内法制化（導入は各国
の任意）、2023 年から順次適用開始を目指している。
　伊藤（2021）は、この新しい課税ルールが、自国発
のプラットフォーム企業を持たない一方で多数のプ

ラットフォームユーザーが存在する新興国に新たな税
収基盤を提供する可能性があると指摘する 156。
　OECD を中心とした国際議論が行われていた一方
で、各国が（暫定的措置として）独自のデジタルサー
ビス課税（DST：Digital Services Tax）等の導入に
動いてきたことに留意する必要がある。フランス、イ
ギリス、オーストリア、チェコ、ハンガリー、イタリ
ア、ラトビア、ノルウェー、ポーランド、スロバキア、
スロベニア、スペイン、トルコ等がこれにあたるとさ
れる 157。各国の措置をめぐっては、国際通商ルール
との整合性（一方的措置等）や法人税・DST 同士の
二重課税の問題等、様々な論点が指摘される。また、
当該措置をめぐって二国間が対立する事例も見られた
（フランス等の課税措置に対する米国の通商 301 条調
査等）。2021 年 10 月の国際合意に関する声明におい
ては、第１の柱を実施するために今後策定する多国間
条約において、その締約国は、全ての企業に対する全
てのデジタルサービス税及びその他の関連する類似の
税制措置を廃止し、また、将来にわたり導入しないこ
とが定められた。また、新たに施行されるデジタルサー
ビス税及びその他の関連する類似の税制措置は、2021
年 10 月 8 日から、2023 年 12 月 31 日または多国間条
約発効のいずれかの早い日まで課されないことも合わ
せて定められた。今回の OECD 合意後の各国 DST 等
の動向や取扱いを注視していく必要がある。

② 競争・透明性の確保、優越的な地位の濫用防止
　競争や透明性の確保、優越的な地位の濫用防止の観
点から、各国政府がプラットフォーム企業に対して訴
追や制裁その他の措置の発動に動く事例も見られるよ
うになった。最近の事例としては、米国では反トラス
ト法違反で Facebook（現 Meta Platforms）や Google
が規制当局から提訴（2020 年）されたケース、欧州
ではフランス当局による Google と Amazon への制裁
金賦課（事前同意なしの Cookie 取得、利用者への説
明不足について EU の一般データ保護規則（GDPR：
General Data Protection Regulation）違反とされた
（2020 年））等が知られる 158。中国では政府の新たな
スローガンである「共同富裕」の下、プラットフォー
ム企業の規制が強化されており、Alibaba グループの
金融サービス会社 Ant Financial の上場が延期された

�
156	伊藤（2021）
157	渡辺（2020）
158	一般財団法人インターネット協会ほか（2021）「インターネット白書 2021」
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り（2020 年）、Didi がニューヨーク証券取引所に上場
後、中国政府から調査を受け、中国国内のアプリスト
アでの新規ダウンロードが停止されるケース（2021
年）が見られている 159。
　また、デジタルプラットフォームに関する包括的な
ルール形成の動きもある。
　2020 年 12 月、欧州委員会は巨大プラットフォーム企
業が EU 市場において守るべき二つの規則案（“DMA： 
Digital Markets Act” と“DSA：Digital Services 
Act”）を公表した。DMA は、競争政策の観点から自
社独自サービス優先の禁止や他プラットフォームとの
間のポータビリティ確保、個人データの取り扱い等、
DSA はプラットフォーム上の違法コンテンツへの対
応を求めるものである。それぞれ違反した場合の罰則
もある。今後の導入に向けた動きに留意する必要があ
る。なお、DMA については、2022 年 3 月 25 日に欧
州委員会、欧州理事会、欧州議会の間で政治的合意に
至っており、2022 年 10 月中の発効が見込まれる。
　日本においても政府内でデジタルプラットフォーム
をめぐる取引環境整備に関する検討や実態調査等が行
われ、デジタル市場のルール整備に向けた取組が行わ
れてきた。2020 年 5 月にはデジタルプラットフォー
ムに対して取引条件変更時の利用事業者への事前通知
や苦情・紛争処理のための自主的な体制整備、運営状
況の報告等を義務づける「特定デジタルプラット
フォームの透明性及び公正性の向上に関する法律（デ
ジタルプラットフォーム取引透明化法）」が成立し、
2021 年 2 月に施行されている。

③ リアルデータへの視点
　本節で見てきたように GAFA 等のデジタルプラッ
トフォーム企業は、インターネット上の膨大なバー
チャルデータの収集を強みとして市場への影響力を拡
大してきたが、近年、実生活環境から生成されるリア
ルデータの収集のため、製造業等の異業種への進出を
急速に進めてきている。例えば IoT 機器を B to C
サービスに投入してデータを直接収集したり、B to B
向けのプラットフォームサービスを通じて間接的に

データを収集したりとアプローチの仕方は様々である
が、医療や介護、自動運転、AI 次世代家電、デジタル・
ガバメント、中小企業の生産性革命等の分野において
GAFA が進出済みであると指摘されている 160。
　リアルデータの領域においても GAFA が影響力を
拡大しつつある中、欧州では域内一体の次世代クラウ
ド / データインフラ構想（GAIA-X プロジェクト）
が進められている（2019 年 10 月、ドイツとフランス
両政府が表明。2020 年以降、構想実現に向けた取組
が本格化）161。構想の概要や仕組みについては第Ⅱ部
第 1 章第 3 節で触れているが、GAIA-X を通じて安
全なデータ管理・流通インフラを構築して欧州のデー
タ主権を保護し、社会・産業インフラ分野の競争力強
化を目指す取組といえる 162。なお、GAIA-X のアプ
ローチは、GAFA 等に競合するプロバイダーを育成
するのではなく、域内の既存のクラウドサービスを相
互に接続・運用する分散型のデータインフラの構築を
目指すものである 163。リアルデータを価値の源泉と
して重視するアプローチは、IoT を通じて収集される
データの活用によってマスカスタマイゼーションを実
現し産業競争力の強化を図る取組 164 であったドイツ
の "Industry 4.0（2011 年提唱）" に遡ることができる。
さらに「サステナビリティ」や「相互運用性」、「自律
性」、「人間中心」、「回復力」といった価値機軸を加え
た欧州の新たな戦略である 165 ドイツの“Vision2030”
や EU の“Industry5.0”等にも通底しているといえる。
　日本でも、従前より、ハード面の優位性（ロボット、
センサー、自動車等の世界シェア、高速データ通信網、
スーパーコンピュータ技術）や現場に蓄積されている
ビッグデータの存在といった強みを活かした新たなビ
ジネス機会を創出するものとしてリアルデータの利活
用の重要性が指摘されてきた 166。日本企業の中にも、
事業活動の中で蓄積されたリアルデータを分析し社会
課題の解決につなげるビジネスモデル構築に動き出し
ている例が見られる 167。一方で、日本企業における
デジタル投資の低迷やデジタルによるバリューチェー
ン可視化の取組の遅れ等も指摘されている。日本とし
ても、リアルデータに関する各国・地域の動きを注視

�
159	伊藤（2021）。
160	亀井（2019）
161	第Ⅱ部第 1 章第 3 節参照。
162	松本・安田（2020）
163	松本・安田（同）
164	経済産業省・厚生労働省・文部科学省（2015）
165	小宮・山本・岩﨑（2021）を参考にした。
166	経済産業省（2017b）
167	日本経済新聞「リアルデータ、社会課題に生かす」（2022 年 2 月 19 日）、SOMPO ホールディングス新中期計画（2021～2023 年度）。
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しながら、データ連携の取組等を加速させていく必要
がある。経済産業省では、日本企業の競争力強化やサ
プライチェーン、バリューチェーンのアップグレード

（環境や人権等の諸課題への対応等）等の観点から、
GAIA-X 等を参考にアジア有志国とのデータ連携の
取組を進めるべく検討を行っている 168。

（1）アジアにおけるデジタル化の進展
　若年人口が多く将来にわたって人口ボーナスを享受
すると期待される東南アジアの国々やインドといった
アジア新興諸国の市場規模とデジタル技術が結びつい
た場合の成長のポテンシャルには、内外から大きな期
待が寄せられている。
　アジアのデジタル化は急速に進んでおり、例えば、
インドにおけるインターネット利用者数は 2016 年末
の 3.9 億人から 2021 年 9 月時点で 8.3 億人と 5 年でほ
ぼ 2 倍以上になっている 169。東南アジア 170 では 2019
年の 3.6 億人から 2020 年に 4 億人、2021 年に 4.4 億
人となり、このうち E- コマースなどのデジタル消費
を行っている人は新型コロナウイルス感染拡大前 171

の 2.9 億人から 2021 年は 3.5 億人に増加している 172。

① コロナ後も続く不可逆的なデジタル化の流れ
　新型コロナウイルス感染拡大に伴う制限措置によ
り、リモートワークやオンライン授業など、生活のデ
ジタル化が加速している。こうした動きは不可逆的な
ものとして定着していくと見られる。
　例えば、東南アジアのデジタル動向を人々の意識調
査から分析した“e-Conomy SEA 2021173”によれば、
2020 年にデジタルサービスの利用を始めた人の約
90% 以上が 2021 年も継続してサービスを利用してい
る。デジタルサービス利用者に当該サービスを利用す
る理由を尋ねると単に「便利だから」というだけでな
く「自身の生活ルーティンの一部になっているから」
と答える人が約 40～60% に上っており、人々の生活
にデジタル消費が深く浸透してきていることが分かる
（第Ⅱ-2-2-20 図）。また、デジタル消費を行うよう
になった人の 60% 弱は都市部ではない地域に住んで
おり（2021 年上半期時点）、デジタル技術が新しい消

費マーケットを開拓していること、地方に新しい消費
習慣が生まれてきていることがうかがえ（第Ⅱ-2-2-
21 図）、ビジネス部門においてもデジタルの利活用が
進んできている。今後 5 年間でデジタルツールの利用
を継続・増加する事業者はおおむね 70% 以上となっ
ている（第Ⅱ-2-2-22 図）。東南アジアのインターネッ

3．アジアとの「共創」がもたらす新たな経済機会

第Ⅱ-2-2-20 図
東南アジアの人々がデジタルサービスを利用する理由

資料：Google,�TEMASEK,�BAIN�&�COMPANY��「e-Conomy�SEA�2021」から作成。
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168	経済産業省（2022b）
169	Telecom Regulatory Authority of India, CEIC Database。
170	ここではインドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、ベトナムの 6 か国。
171	2020 年 3 月以前（Google, Temasek, Bain & Company(2021) “e-Conomy  SEA 2021”）
172	Google, Temasek, Bain & Company (2021)
173	Google, Temasek, Bain & Company (2021) 
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ト経済規模は 2021 年の 1,740 億ドルから 7,000 億～1
兆ドルに到達する見通しである（第Ⅱ-2-2-23 図）。

② 	デジタル技術を活用した社会課題への解決に対す
る関心

　こうしたデジタル市場の広がりとともに、先述のよ
うにアジア新興諸国ではスタートアップやデジタルプ
ラットフォームが次々と生まれている。近年、世界に
おいてテック・プラットフォーム企業の規制が強化さ
れる中、インド、ASEAN 等のアジア新興諸国では、
相対的にベンチャーフレンドリーな環境が確保されて
いるともいえる。アジア各国政府も、デジタルを軸と
した成長戦略を推し進めようとしている。足下のコロ
ナ禍からの経済回復だけでなく、いわゆる「中所得国
の罠」に陥らないための「知識」や「情報」による経
済の高付加価値化が意識されている。また、根強い貧
困の存在、医療・教育の不足・偏在といった伝統的開
発課題、地方部や中小企業の成長機会獲得の要請、都
市部の渋滞や住環境の悪化、質の高いインフラ需要の

高まり等、様々な社会課題の解決につながるデジタル・
イノベーションに深い関心が寄せられている 174。

（2）アジアDXへの参画の意義
　こうした状況にあるアジア新興諸国と日本はどのよ
うに向き合っていくべきか。日本とアジア新興諸国の
関係は、かつてのように先進国である日本から技術や
ノウハウを移転するという一方向のものではすでにな
い。多様な発展を遂げているアジア新興諸国を安価な
労働力の供給源としてのみ位置づけることも適切では
ない。アジアのスタートアップの先進的な取組や成長
力に見られるように、むしろ日本が学ぶべき点、取り
入れるべき点が多くなっている。
　伊藤（2021）は、足下（2010 年代後半以降）のデジ
タル化の時代において、日本は新興諸国の「共創」パー
トナーとしての位置づけを模索すべきであるとする
（第Ⅱ-2-2-24 図）。高齢化・人口減少による国内市
場の縮小や社会における担い手不足、資源の制約、イ
ンフラの老朽化、災害の多発といった日本の課題群に
ついてはこれまでも繰り返し指摘されてきた。デジタ
ル化やデータの利活用が遅れ、新規分野の起業・投資
も低調である。そうした中、デジタル技術を活用した
「課題解決」と「価値創造」を目指す DX（デジタル
トランスフォーメーション）への関心が高まっている。
　アジア新興諸国にとっては、まさにこの DX が成長
の起爆剤となっており、DX モデルの社会実装の経験
などは日本に先んじているといえる。日本企業も、投
資等を通じたアジア DX への参画や日本のスタート
アップのアジアでの展開・協業等による新しい経済機

第Ⅱ-2-2-22 図
今後 5 年間の事業者のデジタルツール利用予定（東南アジア）

資料：Google,�TEMASEK,�BAIN�&�COMPANY��「e-Conomy�SEA�2021」から作成。
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第Ⅱ-2-2-23 図
東南アジアのインターネット経済規模（GMV）の見通し

資料：�Google,�TEMASEK,�BAIN�&�COMPANY（2021）「e-Conomy�SEA�2021」
から作成。

2021
1,740 億ドル

2025
3,650 億ドル

2030
7,000 億～
1兆ドル

第Ⅱ-2-2-24 図 
日本とアジア新興諸国との関係性の変化

備考：資料を参考にそれぞれの年代の特徴を単純化して図示した。
資料：伊藤亜聖（2021）「共創パートナーとしての日本」から作成。
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会を積極的に探っていくべきである。日本が経済社会
の新しい局面である Society 5.0 へと踏み出すという
観点からも、アジア DX との連携がもたらすイノベー
ション（新興諸国における現地ニーズをきめ細やかに
掘り下げることで生まれる現地発の製品や技術、ビジ
ネスモデルを先進諸国に還流させるリバースイノベー
ション、外部との連携を通じて新しいアイディアを生
み出していくオープンイノベーション等）の効果が期
待される。また、インドや ASEAN の企業と日本企
業が連携し、アフリカ等の第三国・地域で DX を展開
していくことも、新しい経済機会を創出するものとし
て期待される。

① アジアＤ Xと日本企業
　アジアの DX への日本企業の参画事例も増え始め
ている。例えば、ASEAN においてサプライヤー等の
データを活用したサプライチェーンの生産・在庫計画
の最適化等の支援、自動運転プラットフォームに関す
る寄附講座の実施、医療データの統合・活用による遠
隔診療や医療資源の有効活用事業への出資等の事 
例 175 や、様々な実証事業 176（ASEAN、インドにお
いて衛星技術を用いた農地情報のデジタル基盤構築お
よび農家の生産性向上に貢献、ASEAN において AI
やモバイル技術を用いた医療従事者間コミュニケー
ションや遠隔手術支援に貢献、インドにおいて産業用
ドローン販売提供による労働力の省力化を支援、
ASEAN において衛星技術や AI を用いて海外サプラ
イチェーンの可視化とトレーサビリティを確保等）の
事例がある。
　プラットフォームビジネスにおいても、アジアのプ
ラットフォーム企業と連携したり、メガプラット
フォームとは異なる領域で独自のビジネスモデルを展
開したりといった事例 177 がある。例えば、デジタル
化が進展する中、もの（自動車）の製造・販売だけで
なく「シェア」、「デジタル化（接続性、自動化、電動
化）」にも対応したビジネスモデル構築に舵を切りア
ジアの配車サービスとの協業を深めている事例や、現
地のパートナーと連携して農家や金融機関、農業資材

企業等をつなぐプラットフォームを東南アジアや南ア
ジアで展開している事例等がある 178。現地のスター
トアップやプラットフォームへの出資を通じた参画も
多数行われている。貿易実務の電子化プラットフォー
ムによりアジア地域を含む国際的な貿易円滑化を図る
取組みもある。また、新興国政府の生体認証システム
に対し指紋認証・顔認証技術の提供を行うなど、新興
国政府のデジタル政策をインフラ面で支える事例も見
られる 179。インドではスタートアップやイノベーショ
ンのエコシステムが発展してきており、現地の有望な
スタートアップとの接触機会を積極的に求める日本企
業も出てきている（優秀な IT 人材の採用に向けて
ハッカソンを開催する事例等）180。

② DX支援の取組
　日本政府は、日本企業の企業文化を変革するきっか
けとして、日本企業と新興国企業との連携による新事
業創出を「アジア DX プロジェクト」として推進して
いる。経済産業省および関係機関が連携して先進事例
となるいくつかのパイオニア的企業をピックアップ
し、「同僚・同士効果（Peer Effect）」を起こすリーディ
ングモデルの創出を目指している181。経済産業省と日
本貿易振興機構（JETRO）は、オンラインを活用した
マッチングやウェブセミナーなどの開催、アジア新興
国企業と日本企業間での実証事業支援等、事業フェー
ズに応じた様々な支援を行っている。例えば、オンラ
インプラットフォーム「ジャパンイノベーションブ
リッジ（J-Bridge）」を通じて基本的な情報収集、有望な
協業・連携先の発見、面談支援やマッチングイベント
の実施を通じて協業案件の創出等が行われている。先
進事例に関する情報発信も積極的に行われており、先
進事例を紹介するウェブセミナー（2021 年 3 月の ADX 
Pioneers、同年 5 月の日 ASEAN ビジネスウィークに
おけるデジタル、グリーン分野での協業に関する情報
発信等）が開催されている。日 ASEAN 経済産業協
力委員会（AMEICC）や JETRO を通じた ASEAN・
インドの企業と日本企業との協業実証プロジェクトの
支援（経費補助）も行われており、ASEAN については

�
175	経済産業省（2022c）
176	JETRO アジア DX 促進事業採択事例。
177	小宮・楊・小池（2020）
178	小宮・楊・小池（2020）
179	伊藤（2021）
180	滝（2019）
181	「成長戦略実行計画（2020 年）」内閣官房ウェブサイト（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/kettei.html）
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2020 年 に 23 件、2021 年 に 17 件（第 Ⅱ-2-2-25 図）、
インドについては 2020 年に 10 件、2021 年に 8 件が
採択されている 182。支援企業からは、政府関係機関
と連携することで、現地における自社の信頼性が高ま
り、現地との共創を円滑に進めることができたとの声
も寄せられている 183。
　アジア新興諸国の DX 連携については欧米諸国や
韓国なども自国企業に対する支援策を展開している。
事業のフィージビリティ調査、企業幹部どうしの対話
の場の提供、現地企業とのマッチング支援等を行って
いるほか、ASEAN 地域にスタートアップセンターを
設置する例も見られる 184。先進諸国のイノベーショ
ン戦略における新興国との連携の動きにも目を向けて
いきたい。

（3）取組が求められる課題
　アジア新興諸国との「共創」を通じた新しい経済機
会を模索する上で、内外双方における課題への取組が
求められている。
　対外的には、従前から問題となっている様々な貿易・
投資ルール上の課題を始め、コロナ禍で顕在化した各

国の保護主義的な行動、サプライチェーンのぜい弱性、
人権や環境等の共通価値をめぐる規制やデータ流通・
利用に関する規制の導入・強化がもたらす影響、サイ
バーセキュリティに関するリスク増大など、多くの新
しい課題が現出している。多国間の国際ルール形成の
場や各国との経済連携・通商交渉、様々な対話のチャ
ネル等を通じてアジア地域を始めとする海外の事業環
境整備を進める必要がある。本節で検討したデジタル・
イノベーションに関するものとして、越境データの取
扱いをめぐるデジタル保護主義やデジタル覇権主義の
ような動きへの対応が求められる。プライバシー保護
やサイバーセキュリティの確保等、信頼性のある自由
な デ ー タ 流 通（DFFT：Data Free Flow with 
Trust）の実現に向けた具体的な仕組みや制度を策定
していく必要がある 185。
　一方で、日本がアジアから「共創」のパートナーと
して選ばれるよう、日本経済自体の「グローバル化」、
「デジタル化」、また「スタートアップ」をめぐる諸
課題にも取り組んでいく必要がある。「グローバル化」
については、日本独自の雇用環境や外国人材の活用・
雇用の難しさ、グローバル人材の不足、中堅・中小企
業の海外展開の遅れ、低水準にとどまる対内直接投資、
諸外国と比べた英語力の低さ、グローバルレベルの教
育環境の不足等が指摘されている 186。「デジタル化」
については、世界とつながるオープンイノベーション
のエコシステムや国際アライアンスを築けず自前主義
に陥ったことの弊害、国内のデジタル投資の遅れ、デ
ジタル人材の不足等が指摘されており、コロナ禍にお
ける行政の対応においても国と地方のシステムの不整
合やオンライン手続きの不具合など、日本のデジタル
化をめぐる多くの課題と教訓が明らかになった 187。
「スタートアップ」については、1．（4）で見たとおり
である。
　アジアとの連携を深めていくための内外の環境整備
が急がれる。

備考：2020 年度、2021 年度の採択案件の合算。
資料：JETRO 資料から作成。
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第Ⅱ-2-2-25 図　
アジアＤＸ支援事業採択案件の状況（ASEAN）分野別・
国別件数

�
182	「日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業」、「アジア DX 等新規事業創造推進支援事業費補助金（日印経済産業協力事業）」。採択案件に

ついては JETRO ウェブサイト（（https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2020/89bff31203b57b8b.html）、（https://www.jetro.
go.jp/news/announcement/2021/d38074f8efc798ae.html）、（https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2021/6854667ac8d219bd.
html））参照。2020 年の案件については、令和元年度補正予算「日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業」、2021 年の案件については令
和 2 年度第 3 次補正予算「アジア DX 促進事業」より拠出。

183	経済産業省ウエブサイト（https://meti-journal.jp/p/16061/）
184	経済産業省・EY 新日本有限責任監査法人（2021）
185	経済産業省では、2023 年に日本が G7 議長国となる機会を捉え、2019 年に日本が提唱した DFFT の具体化に向けた新たな提案を行うべく、

2021 年 11 月「データの越境移転に関する研究会」を立ち上げ、データの越境移転に係る相互運用可能な枠組みの検討を進めている。
2022 年 2 月、報告書に 2021 年度の検討内容をとりまとめ、DFFT 具体化に向けて核となる 5 つの領域（透明性の確保、技術と標準化、
相互運用性、関連する制度との補完性、DFFT 具体化の履行枠組みの実装）を特定、2022 年末に向けて更に検討を続ける。

186	経済産業省（2022b）
187	経済産業省（2022d）「デジタル社会の実現について」第 2 回 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会事務局説明資料（2022 年 1 月 6 日）
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●アジア未来投資イニシアティブ

　2022 年 1 月、経済産業省は、ASEAN とともに未
来志向の新たな投資を積極的に推進するための「アジ
ア 未 来 投 資 イ ニ シ ア テ ィ ブ（AJIF：ASIA-Japan 
Investing for the Future Initiative）」を発表した（第
Ⅱ-2-2-26 図）。アジアのエネルギー・トランジショ
ンの加速を目指す取組として 2021 年 5 月に発表した
「アジア・エネルギートランジション・イニシアティ
ブ（AETI：Asia Energy Transition Initiative）」 と
ともに日 ASEAN 経済関係を次のステージへ押し上
げていくことを目指す取組である。（1）グローバル・
サプライチェーンのハブとしての地域の魅力向上、（2）
持続可能性を高め社会課題の解決につながるイノベー
ションの創出、（3）エネルギー・トランジションの加
速という 3 つの未来像に向け、サプライチェーン、連
結性、デジタル・イノベーション、人材、グリーン・
脱炭素の 5 分野で協力を進めるため、予算措置のほか
様々な支援策を講じていく。前述のアジア DX 支援の
強化のほか、アジア高度人材の日本企業・日系企業へ
の就職機会提供支援（今後 5 年間で 5 万人）、等、ア
ジア人材に選ばれる日本を目指す取組も進めていく。
また、アジア有志国とのデータ連携を通じたサプライ
チェーンのアップグレード等にも取り組んでいく。

●「暗黙知」への視点

　“デジタル”、“スタートアップ”、“プラットフォーム”
の切り口でグローバル経済、アジア経済を見ると、足
下の日本企業の存在感は大きいとはいえない。意思決

定に時間が掛かる、様々なレガシーの存在やシステム
の成熟ゆえにかえってデジタル時代のイノベーション
になじみにくいなどの指摘もよく聞かれる。日本国内
のスタートアップエコシステムも好循環を実現してい
るとはいい難い。乗り越えるべき課題は多いといえる
が、一方で、日本企業が築いてきたもの、日本の強み
といえるものに光を当てていくことも必要ではないか。
　後藤（2019）は、日本（企業）が持つ強みとして「暗
黙知」の存在を挙げている。
　暗黙知は、言語を超えた「直観」、実践の中で習得
される「勘」や「コツ」などといったもので、デジタ
ルや AI が追求する「形式知」とは異なる知の概念で
ある。暗黙知は「言語化」が難しく「その人に属する」
ゆえに共有（模倣や移転）が難しい。そうした暗黙知の
蓄積と巧みなすり合わせの力によって「現場」で高い
対応力を発揮するというやり方は、日本企業の競争力
の源泉でもあった。後藤（同）は、アジア新興国に対す
る日本の経済協力事案の中で、インフラ整備等のハー
ド面だけでなく、推奨作業手順や安全管理手法といった
日本的経営から生まれたソフト面に関わる暗黙知的ノ
ウハウを相手国パートナーとの協働を通じて移転して
いたことに注目し、こうした総合的な管理能力は日本
企業が強みを発揮する領域であると述べている 188。
伊藤（2021）も日系企業が製造業における優れた生産
管理能力を活かし、先進工業国・課題先進国としての
日本の経験を強みとしてアジア DX と協業すること
の意義を指摘する 189。
　暗黙知は「ほかに真似のできない」、「それゆえ選ば

第Ⅱ-2-2-26 図　アジア未来投資イニシアティブ

資料：経済産業省資料から作成。

日 ASEAN 経済関係を次のステージへ：二つのイニシアティブ

New Announcement
アジア未来投資イニシアティブ

AJIF
ASIA-Japan Investing for the

 Future Initiative

アジア・エネルギートランジション・イニシアティブ
AETI

Asia Energy Transition Initiative
※2021年5月公表済

１．ASEAN各国の実状と向き合い、実効的な解決策を提供する。
２．民間のイノベーションを最大限活用し、持続可能な経済社会の基盤を創る。
３．現地企業との協業などを通じ、日本と各国がパートナーとして地域の未来を共創していく。
⇒　３つの理念に基づき、未来志向の新たな投資（未来投資）を積極的に推進。

グローバル・サプライ
チェーンのハブとしての

地域の魅力向上

日ASEANで共創する３つの未来像

持続可能性を高め、
社会課題の解決に

つながるイノベーションの創出
エネルギー・トランジションの

加速

�
188	後藤（2020）
189	伊藤（2021）
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れる」日本品質を追求するものであると同時に、アジ
ア新興国の多様なステークホルダーとの接続性を確保
するものであるべきだ。暗黙知をつながらないまま、
見えないままに放置すれば、実践の中で培ってきた日
本の強みを発揮することも難しくなる。日本の製品や

サービス、マネジメントがアジアで選ばれるためにも、
各現場に散在し「閉じている」暗黙知を可視化し有機
的につないでいくことが必要である。現場で蓄積され
るデータの利活用等、デジタル技術の貢献も期待され
る。
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資料：�福岡功慶／坂本雅純（2021）「サプライチェーン・マネジメントにおける非経済的価値の多様化について」独立行政法人経済産業研究所�
RIETI�Policy�Discussion�Paper�Series�21-P-019 から作成
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コラム第 2-1 図 （左）：非経済的価値を含む文献数　　
コラム第 2-2 図 （右）：非経済的価値を含む文献の割合

サプライチェーンとは、資材調達から生産・流通を経て顧客への商品の納入までの企
業内外の供給業務の一連のつながりの「供給連鎖 190」 であり、「必要なモノを、必要な時に、必要な場
所に、必要な量だけ」届けるための構想やデザイン、計画、実行、統制、評価の仕組みとされてきた 191。
これまで、その主な管理項目は、コストや在庫、リードタイムの削減及びそれによる収益の増加といっ
た、財務パフォーマンスに関するものが大半であった。そしてその目的は業務運営の効率化やコスト削
減及び売上額の増加といった、経済的価値の最大化であった。
　しかし、政治的・経済的・社会的な発展により、企業のサプライチェーンに国境を越えた多くのステー
クホルダーを巻き込むようになった。その結果として、サプライチェーンの混乱・途絶リスクは以前よ
りも高まり、かつ環境、人権、地政学など非経済的価値を含む多面的なものとなった。
　以上を踏まえ、外国雑誌・論文を基に約 450 本の関連文献レビューを実施したところ、サプライチェー
ン・マネジメントの非経済的価値に関する以下二点のことが分かった 192。

1． サプライチェーン・マネジメント（SCM）の非経済的価値は、顧客満足度の向上等の「顧客価値」、
省エネや再エネ利用および廃棄物削減等による「環境価値」、労働者の人権への配慮を含意する「人
権価値」、地政学リスクやそれに対処した供給網の構築を含む「地政学的価値」、そしてそれらの価
値をホリスティックに内包し、顧客やサプライチェーン内の取引企業等からの信頼を得ることで購
買・取引の相手として継続的に選好されていく「イメージ価値」の 5 つに大別される。

2． 非経済的価値を含む論文の数は年々増加しており、サプライチェーン関連論文の全体母数に占める
その割合も増加傾向である。（コラム第 2-1 図、コラム第 2-2 図）。
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　企業が事業活動の持続可能性を担保するために、非経済的価値への対応も含めた SCM の重要性は高
まっている。この非経済的価値に対応しつつ、生産性向上も同時実現する手段としてサプライチェーン
の可視化が不可欠となるが、その実現にはその信頼性をどのように担保するかも含め政府の役割が重要
となる。特に企業間データ連携が促進されるような基盤の整備や、有志国連携を進めることの重要性が
高まるであろう。
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